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＊厚生労働省
・保育施設における事故報告集計（2月13日）
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/pdf/hoiku_ziko_syuukei_h23.pdf
・社会的養護の現状について（平成24年2月版）（2月24日）
社会的養護を必要とする児童においては、障害等のある児童が増加しており、児童養護施設においては２３．４％が、障害有りとなっているなどの結果が報告されている。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/dl/20.pdf
・児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、児童家庭支援センターの概要（2月24日）
1　児童養護施設の概要
　児童養護施設は、保護者のない児童や保護者に監護させることが適当でない児童に対し、安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、家庭環境の調整等を行いつつ養育を行い、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援する機能をもちます。

　児童養護施設では、虐待を受けた子どもは53.4％、何らかの障害を持つ子どもが23.4％と増えていて、専門的なケアの必要性が増しています。

　また、入所児童の平均在籍期間は4.6年ですが、10年以上の在籍期間の児童が10.9％となっています。

　社会的養護が必要な子どもを、できる限り家庭的な環境で、安定した人間関係の下で育てることができるよう、施設のケア単位の小規模化(小規模グループケア)やグループホーム化などを推進しています。

	施設数
	定　員
	現　員

	585か所
	34,522人
	29,114人


（施設数：平成23年10月／家庭福祉課調べ）
（定員・現員：平成23年3月末／福祉行政報告例）

・児童福祉法（昭和22年法律第164号） 

第41条　児童養護施設は、保護者のいない児童（乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。）虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。 
2　乳児院の概要
　乳児院は、保護者の養育を受けられない乳幼児を養育する施設です。乳幼児の基本的な養育機能に加え、被虐待児・病児・障害児などに対応できる専門的養育機能を持ちます。

　乳児院の在所期間は、半数が短期で、1か月未満が26％、6か月未満を含めると48％となっています。短期の利用は、子育て支援の役割であり、長期の在所では、乳幼児の養育のみならず、保護者支援、退所後のアフターケアを含む親子再統合支援の役割が重要となります。

　児童相談所の一時保護所は、乳児への対応ができない場合が多いことから、乳児については乳児院が児童相談所から一時保護委託を受け、アセスメントを含め、実質的に一時保護機能を担っています。

　また、乳児院は、地域の育児相談や、ショートステイ等の子育て支援機能を持っています。

	施設数
	定　員
	現　員

	129か所
	3,778人
	2,963人


（施設数:平成23年10月／家庭福祉課調べ）
（定員・現員:平成23年3月末／福祉行政報告例）

・児童福祉法（昭和22年法律第164号） 

第37条　乳児院は、乳児（保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。）を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 
3　情緒障害児短期治療施設の概要
　情緒障害児短期治療施設（情短施設）は、心理的・精神的問題を抱え日常生活の多岐にわたり支障をきたしている子どもたちに、医療的な観点から生活支援を基盤とした心理治療を行います。施設内の分級など学校教育との緊密な連携を図りながら、総合的な治療・支援を行います。また併せて、その子どもの家族への支援を行います。比較的短期間（現在の平均在園期間2年4ヶ月）で治療し、家庭復帰や、里親・児童養護施設での養育につなぐ役割をもちます。また、通所部門を持ち、在宅通所での心理治療等の機能を持つ施設もあります。

　入所児は、被虐待児が75％を占め、広汎性発達障害の子どもが26％、軽度・中度の知的な課題を有する子どもが12.8％、児童精神科を受診している子どもが40％、薬物治療を行っている子どもが35％となっています。

　情短施設では、児童精神科等の医師に常時連絡がつき対応できる体制があり、また、心理療法担当職員の配置が厚く、アセスメント、コンサルテーション、心理療法やカウンセリングを行えます。

　仲間作りや集団生活が苦手で、様々な場面で主体的になれない子どもに、施設内での生活や遊び、行事を通じて、主体性を取り戻す手助けを行います。

　学校教育は、施設内の分教室や分校を持つ場合がほとんどですが、近隣の学校の普通学級、特別支援学級に通う場合もあります。

	施設数
	定　員
	現　員

	37か所
	1,664人
	1,178人


（施設数：平成23年10月／家庭福祉課調べ）
（定員・現員：平成23年3月末／福祉行政報告例）

・児童福祉法（昭和22年法律第164号） 

第43条の5　情緒障害児短期治療施設は、軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 
4　児童自立支援施設の概要
　子どもの行動上の問題、特に非行問題を中心に対応する児童自立支援施設は、平成9年の児童福祉法改正により、「教護院」から名称を変更し、「家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童」も対象に加えました。通所、家庭環境の調整、地域支援、アフターケアなどの機能充実を図りつつ、非行ケースへの対応はもとより、他の施設では対応が難しくなったケースの受け皿としての役割を果たしています。

　児童自立支援施設は、職員である実夫婦とその家族が小舎に住み込み、家庭的な生活の中で入所児童に一貫性・継続性のある支援を行うという伝統的な小舎夫婦制や、小舎交代制という支援形態で展開してきた施設であり、小規模による家庭的なケアを一世紀以上にわたって実践してきました。

　また、専門性を有する職員を配置し、「枠のある生活」を基盤とする中で、子どもの健全で自主的な生活を志向しながら、規則の押しつけではなく、家庭的・福祉的なアプローチによって、個々の子どもの育ちなおしや立ち直り、社会的自立に向けた支援を実施しています。

・　児童自立支援施設は、少年法に基づく家庭裁判所の保護処分等により入所する場合もあり、これらの役割から、児童福祉法では、都道府県等に児童自立支援施設の設置義務が課せられており、大多数が公立施設となっています。

	施設数
	定　員
	現　員

	58か所
	4,024人
	1,548人


（施設数：平成23年10月／家庭福祉課調べ）
（定員・現員：平成23年3月末／福祉行政報告例）

・児童福祉法（昭和22年法律第164号） 

第44条　児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 
5　母子生活支援施設の概要
　母子生活支援施設は、従来は、生活に困窮する母子家庭に住む場所を提供する施設であり、「母子寮」の名称でしたが、平成9年の児童福祉法改正で、施設の目的に「入所者の自立の促進のためにその生活を支援すること」を追加し、名称も変更されました。

　近年では、ＤＶ被害者（入所理由が夫等の暴力）が入所者の54％を占め、虐待を受けた児童が入所児童の41％を占めています。また、精神障害や知的障害のある母や、発達障害など障害のある子どもも増加しています。「母子が一緒に生活しつつ、共に支援を受けることができる唯一の児童福祉施設」という特性を活かし、保護と自立支援の機能の充実が求められています。

　利用者の就労収入は、母子家庭の中でもさらに低く、平均収入は120万円にすぎません。母子生活支援施設は、貧困母子世帯への支援を担っています。

	施設数
	定　員
	現　員

	261か所
	5,404世帯
	3,850世帯
児童6,015人


（施設数：平成23年10月／家庭福祉課調べ）
（定員・現員：平成23年3月末／福祉行政報告例）

・児童福祉法（昭和22年法律第164号） 

第38条　母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 
6　自立援助ホームの概要
　自立援助ホーム（児童自立生活援助事業）は、義務教育を終了した20歳未満の児童であって、児童養護施設等を退所したもの又はその他の都道府県知事が必要と認めたものに対し、これらの者が共同生活を営む住居（自立援助ホーム）において、相談その他の日常生活上の援助、生活指導、就業の支援等を行う事業です。

	か所数
	定　員
	現　員

	82か所
	504人
	310人



（施設数：平成23年10月／家庭福祉課調べ）
（定員・現員：平成23年3月末／家庭福祉課調べ）

・児童福祉法（昭和22年法律第164号） 

第6条の2第1項　この法律で、児童自立生活援助事業とは、第25条の7第1項第3号に規定する児童自立生活援助の実施に係る義務教育修了児童等（義務教育を終了した児童又は児童以外の満20歳に満たない者であって、第27条第1項第3号に規定する措置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものをいう。以下同じ。）につき第33条の6第1項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて第25条の7第1項第3号に規定する児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行う事業をいう。 

第33条の6　都道府県は、その区域内における義務教育終了児童等の自立を図るため必要がある場合において、その義務教育終了児童等から申込みがあったときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者（都道府県を除く。次項において同じ。）に委託して、その義務教育終了児童等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、義務教育終了児童等が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない。（以下略） 
7　児童家庭支援センターの概要
　児童家庭支援センターは、平成9年の児童福祉法改正で制度化され、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じるとともに、児童相談所からの委託を受けた児童及びその家庭への指導、その他の援助を総合的に行います。平成20年の児童福祉法改正で、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うことも業務に加えられました。

　多くは児童養護施設等の施設に附置されていて、施設が地域支援を行う機能を果たしていますが、平成20年の児童福祉法改正で、単独設置も可能となりました。

　また、平成23年4月の実施要綱改正で、里親やファミリーホームの支援を行うことが明記されました。

	か所数

	87か所


（平成23年10月／家庭福祉課調べ）

・児童福祉法（昭和22年法律第164号） 

第44条の2　児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、第26条第1項第2号及び第27条第1項第2号の規定による指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。 

2項　児童家庭支援センターの職員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の身上に
関する秘密を守らなければならない。 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/01.html
・里親制度の概要（2月24日）
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/02.html
＊文部科学省

・平成23年度学校基本調査（確定値）の公表について（2月6日）
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/24/02/1315669.htm
・平成22年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の確定値及び訂正値の公表について（2月6日）

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/24/02/1315950.htm
＊ＷＡＭ
・全国児童福祉主管課長会議資料（2月27日）
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000023yot.html
　総務課・虐待防止対策室関係
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000023yot-att/2r98520000023yu5.pdf
＊警察庁
・少年非行等の概要　警察庁生活安全局少年課（平成23年1 ～ 12月）（2月16日）
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/syounennhikoutounogaiyou.pdf
・犯罪統計資料（平成23年1 ～ 12月）（2月9日）
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001037270&cycode=0
＊愛育ネット
・『児童相談所における 性的虐待対応ガイドライン2011年版』パンフレットのポルトガル語版作成（2月28日）
　『児童相談所における 性的虐待対応ガイドライン2011年版』パンフレットのポルトガル語版を浜松市児童相談所が作成。
http://www.aiikunet.jp/exposion/guideline/2486.html#p04
＊朝日新聞

・同士のDV調査から多数発覚　徳島県警扱いの児童虐待事案（2月10日）

　徳島県警は、児童虐待として昨年県内で扱ったケースが１６０件あったと発表した。過去最多だった２００９年の１６１件に次ぐ件数。このうち、親から親へのドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）の調査をきっかけに発覚した児童虐待が半数を超えたという。 

　県警少年課によると１６０件のうち、ＤＶ相談から児童虐待がわかったケースが８１件あった。このうち、殴られるなどの身体的虐待は１５件。また、児童が目の前で親のＤＶを目の当たりにして、精神的外傷を負う心理的虐待が６５件だった。 

　同課によると、実際に３０代の女性から１１０番通報でＤＶの相談があり、調べてみると、０歳の女児の目の前でＤＶが行われていることが確認されるケースがあった。 

　県警や学校、病院などから虐待の通告を受ける県中央こども女性相談センター（徳島市）によると、県内の三つのセンターに寄せられた虐待相談の中で、心理的虐待は増加傾向にあり、１０年度で全体の約４割を占めた。 

　同センターの白浜徹児童相談課長によると、発覚の時点で児童に影響がなくても、成長する過程で不登校や引きこもり、非行に走るなどの要因にもなるという。「心の傷は目に見えない。幼児の場合、カウンセリングもできない場合もある。将来に悪影響が出ることもあるのが心理的虐待の難しさだ」と指摘する。（山下周平） 

http://www.asahi.com/edu/news/OSK201202100085.html
＊毎日新聞
・児童虐待：９．１％増　被害者最多３９８人－－昨年、警察庁まとめ（2月16日）
　全国の警察が１１年に検挙した児童虐待事件は３８４件で、前年を９・１％上回ったことが警察庁のまとめでわかった。被害児童数は３９８人で前年比１０・６％増。いずれも統計を取り始めた９９年以降で最多だ。

　被害児童のうち、死亡した児童は３９人。被害の内容別では、身体的虐待が２８２人（７０・９％）、性的虐待が９７人（２４・４％）、ネグレクト（育児の怠慢や拒否）が１８人（４・５％）、心理的虐待が１人（０・３％）。加害者として検挙されたのは４０９人。児童虐待の検挙の増加について警察庁は「被害の多さとともに、虐待に対する社会の関心の高まりが背景にある」としている。【鮎川耕史】

http://mainichi.jp/select/jiken/archive/news/2012/02/16/20120216dde041040051000c.html
・現場発：継父　虐待で一家支配（2月25日）
　福岡市で妻の連れ子の長女（１６）を切り付けたなどとして継父の男（３６）が傷害容疑で逮捕された虐待事件は、長女の病院受診から福岡県警への通報まで２０日間を要した。体に電気を流す「通電」をしていた疑いもあり、県警は男が妻や連れ子を支配下に置いたとみている。事件は、虐待の早期発見の難しさも突き付けた。【川島紘一、近松仁太郎】

　「目立った傷は無かった」。周辺住民たちはそう口をそろえ、虐待に気付いた人はいなかった。捜査関係者は「意図的に顔などを避けて虐待していた可能性がある」と話す。

　長女は１月１１日、母親に連れられて市内の病院を受診。腫れ上がった足を「間違って畳用の殺虫剤の針を刺して、殺虫剤を注入してしまった」と説明した。右足太ももには切り傷があり、縫合に使ったとみられる糸も出てきた。他にも複数の傷痕が見つかったという。

　病院は虐待を疑った。だが長女は「自分で切ってお父さんに縫ってもらった」と否定。継父の男も「自傷行為」と説明し、病院は虐待の確証を持てなかった。だが、不審な印象を捨て切れず、６日後に区役所に相談。事態が動いた。

　区役所は即日、市こども総合相談センターに通報。センターは病院や学校などへの調査を重ね、３１日に県警に通報した。捜査に着手した県警は、男を長女から引き離す必要があると判断。２月３日、男を道交法違反（無免許運転）容疑で逮捕した。

　センターは県警と連携し、男の逮捕直後に長女の妹３人を保護し、長女も６日の退院を待って保護した。その上で県警は長女らから事情聴取を重ねた。当初、長女らはなかなか話そうとしなかったが、虐待行為が日常的に繰り返されていた疑いが浮上。１５日に傷害容疑で再逮捕した。

　児童虐待防止法は、虐待の疑いがあれば通報を義務付けている。区役所への相談に時間を要した病院は「虐待だと通報して自傷行為だった場合、親とトラブルになることもあり得る。慎重に話を進めようということで、時間はかかったが区役所に相談して指示を仰いだ」と説明する。

　センターは「虐待事件は早期発見、早期対応が基本。今回は結果的に子供の保護につながったが、対応がベストだったかは検証が必要。我々の調査と関係機関との連携はできる限りやったつもりだ」と話した。

　虐待問題に詳しい花園大の津崎哲郎特任教授によると、夫婦が連れ子を伴う家庭は「ステップファミリー」と呼ばれ、中途養育する継父がしつけの延長から虐待に至るケースがある。子供の抵抗から虐待が短期間でエスカレートする危険があるという。

　今回の事件について津崎教授は「男が一国の独裁者のように家族を支配下に置いて、いたぶった印象がある」と話し「子供は親への恐怖心が先に立ち、よほど安心した状況でないと真実を話せない」と指摘した。妻についても「行動意欲がそがれ何もできなかったのではないか」と話す。

　関係機関の対応を「情報交換で虐待を見極め、逮捕で支配の構図を崩すことができた」と評価。今後について「子供を安心感ある環境に置いて時間をかけて話を聞き、母親との生活を立て直すためにサポート態勢を作ることが重要」と提言する。

http://mainichi.jp/seibu/news/20120225sog00m040003000c.html
・
＊読売新聞
・児童虐待　体験語り「防ぐ」　家出まで続いた父の暴力（2月5日）

「連鎖の不安」乗り越え

　児童虐待の被害を減らそうと、親から暴力を受けた自らの体験を語る活動をしている女性がいる。
　府北部に住む主婦上原陽子さん（２９）。今は夫（３５）と３人の子供に囲まれて幸せに暮らしており、「児童虐待は連鎖すると言われるが、少しの心がけで防げる」と呼びかけている。（中田敦之）

　上原さんは、京都府北部で生まれ、新生児の頃から、実父に暴力を振るわれた。３歳で両親が離婚したが、母親の再婚相手も好きなパチンコで負けた腹いせに、「態度が悪い」などと言いがかりをつけ、上原さんを殴ったり蹴ったりした。たばこの火を背中に押しつけられたり、体を触られたりしたこともあったという。

　１７歳で家出し、大阪で年齢を偽って飲食店などに勤めた。翌年、夫と知り合った。生い立ちを話し「子供ができたら手を上げてしまうかも」と不安を打ち明けると、「一緒に乗り越えよう」と言ってくれた。

　結婚し、長女（１０）が生まれた。なかなか泣きやまない時など、虐待してしまうかもしれないと不安にかられたこともあったが、夫は寄り添ってくれた。子供をきちんと叱る役は夫、怒られた理由を言い聞かせるフォロー役は上原さんと役割分担することで、気持ちにゆとりが生まれた。

　３児の母になり、虐待で子供が犠牲になったニュースを聞くたび、「自分も死んでいたかも、と思うと人ごとではない」と感じた。知人に勧められて「虐待の残酷さ、助けを求める勇気を持つことの大切さを伝えることで防止のヒントになれば」と２００６年に体験をまとめた本を出版。１０年から大阪市内を中心に講演を始めた。

　１月中旬には、同市浪速区の市立難波市民学習センターで、約２０人に向かい、「虐待は身近にある。一人ひとりが、虐待をしない、させないという意識を持ってほしい」と訴えた。話を聞いた奈良県王寺町の坂本八恵さん（６４）は「つらい過去からはい上がって、前向きに生きる姿に感動した。自分にも何ができるか考えたい」と話した。

講演ＤＶＤ２２日発売　２２日には、講演などを収録したＤＶＤ「虐待から学んだ幸せの扉を開く７つの鍵」（３１５０円）が「ありがとう出版」（大阪市中央区）から発売される。虐待防止に取り組むＮＰＯ法人の設立に向けた準備も進めており、「虐待のない生活がどれだけ幸せか、私には分かる。悲しい思いをする子供を一人でも減らしたい」と願っている。
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20120203-OYT8T00839.htm
・小児病院に虐待専門員、早期発見目指す・・・・・厚生労働省（2月7日）



　年間５万件以上の相談や通報が寄せられる児童虐待対策として、厚生労働省は来年度、中核的な小児救急病院に、虐待専門の職員配置を促す新制度を設ける。

　病院側が虐待を疑いながら、通告を見送ってしまった大阪市住之江区の男児虐待死事件などを教訓にした。医師らへの助言を通じて、虐待を見逃さない医療機関づくりを目指す。

　新制度では、都道府県が地域の中核的な小児救急病院に虐待防止の専門職員を配置した場合、同省が人件費の半分を補助するほか、事業経費も一部負担する。専門職員には、患者や家族の相談に乗る医療ソーシャルワーカーや、社会福祉士を充てることを想定。新年度の補助対象は１～２か所だが、将来は全都道府県に配置を広げたい意向だ。

http://www.yomiuri.co.jp/job/news/20120207-OYT8T00670.htm
・児童虐待の摘発数、被害児童数が過去最高（2月17日）
全国の警察が昨年１年間に摘発した１８歳未満への児童虐待は前年より３２件多い３８４件で、統計を取り始めた１９９９年以降で最多となったことが１６日、警察庁のまとめで分かった。

　被害児童数も同３８人増の３９８人と過去最悪で、このうち３９人が死亡していた。

　内容別では身体的虐待が２７０件と最多で、性的虐待９６件、ネグレクト（育児放棄）１７件、心理的虐待１件。被害児童の約６割は女子が占め、年齢別では１４歳４１人、１歳未満３４人、１５歳２９人となった。

　殺人や傷害致死などで摘発されたのは実父１３４人、実母１１９人に次ぎ、養・継父８２人、母の内縁の夫６０人の順。里親を含む「その他」も１１人いた。

　虐待発覚の通報は家族・知人９８件、児童相談所９５件、病院４５件など。虐待への関心が高まっていることを受け、近年は子どもの悲鳴などが聞こえたという段階での「泣き声通報」も増加傾向にあるという。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20120216-OYT8T00468.htm
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